
 

 

教 育 委 員 会 会 議 提 出 議 案 

 

 

                                                                                                                                 

第１２号 

 

 

                                      

福岡県博物館登録規則の制定について 

 

 

 

 このことを、別案のとおり提出する。 

 

 

 

令和５年３月２２日 

教    育    長 

 

 

 

（理由） 

博物館法の一部を改正する法律（令和４年法律第２４号）の制定に伴い、

福岡県博物館登録規則の全部を改正し、関係規定を整備するもの。 

 

 



福岡県博物館登録規則（案） 

 

 

１ 改正理由 

博物館法の一部を改正する法律（令和４年法律第２４号）の制定に伴い、福岡県

博物館登録規則の全部を改正し、関係規定を整備するもの。 

 

２ 改正概要 

博物館法の改正に伴い、条ずれの解消や条の並び替え、公表方法の変更等を行う

もの。 

なお、改正前と大きな変更はないが、改正箇所が広範囲に渡るため、一部改正で

はなく全部改正とするもの。 

 

３ 施行年月日 

  令和５年４月１日 



福
岡
県
博
物
館
登
録
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
五
年
三
月 

 

日 

福
岡
県
教
育
委
員
会 

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号 

福
岡
県
博
物
館
登
録
規
則 

福
岡
県
博
物
館
登
録
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

）
の
全
部
を
改
正
す
る
。 

（
こ
の
規
則
の
趣
旨
） 

第
一
条 

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
博
物
館
の
登
録
に
関
し
必
要
な

事
項
に
つ
い
て
は
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
登
録
申
請
） 

第
二
条 

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。 

（
登
録
審
査
） 

第
三
条 

福
岡
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
法

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
法
第
十
三

条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
審
査
を
行
う
も
の
と
す
る

。 （
登
録
原
簿
） 

第
四
条 

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
博
物
館
登
録
原
簿
は
、
第
二
号
様

式
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
変
更
の
届
出
） 

第
五
条 

法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
変
更
の
届
出
は
、
第
三
号
様
式
に



よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
博
物
館
の
廃
止
） 

第
六
条 
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
博
物
館
を
廃
止
し
た
と
き
の
届
出

は
、
第
四
号
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
博
物
館
の
公
表
） 

第
七
条 

教
育
委
員
会
は
、
博
物
館
の
登
録
、
登
録
事
項
の
変
更
登
録
、
登
録

の
取
消
し
又
は
登
録
の
抹
消
を
し
た
場
合
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
補
足
） 

第
八
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

第
１
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

 

 

博
物

館
登

録
申

請
書

 

 

 
 
年
 

 
月

 
 
日
 
 

  
 
福
岡
県
教
育
委
員
会

 
殿

 

 

博
物
館
設
置
者
 
氏

名
 

 
 

 

  
下
記
の
と
お
り
博
物
館
を
設
置
し
ま
す
の
で
、
別
紙
書
類
を
添
付
し
、
登
録
申
請
し
ま
す
。
 

  

記
 

 １
 
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
博
物
館
の
設
置
者
の
名
称
及
び
住
所
 

２
 
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
博
物
館
の
名
称
及
び
所
在
地

 

 

 



 

博 物 館 登 録 原 簿 

事 項 

登 録 登 録 変 更 登 録 変 更 

年 月 日 年 月 日 
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

記 号 番 号 福岡県教委第 号 

設置者の名称及び住所             

名 称             

所 在 地             

備 考             

 

第
２
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）

 



 

第３号様式（第５条関係） 

 

博物館登録事項（添付書類）変更届 

 

年  月  日  

 

  福岡県教育委員会 殿 

 

                     博物館設置者 氏     名 

 

博物館登録記載事項（添付書類）について、下記のとおり変更しますので、お届けしま

す。 

 

記 

 

１ 該当事項 

 

 

注 添付書類に変更がある場合は、該当書類を一部添付すること。 

 

 

 

 

第４号様式（第６条関係） 

 

○ ○ ○ 博 物 館 廃 止 届  

 

年  月  日  

 

  福岡県教育委員会 殿 

 

                     ○○○博物館設置者 氏   名 

 

下記のとおり○○○博物館を廃止しますので、お届けします。 

 

記 

 

１ 登録番号 

２ 名 称 

３ 設置者住所氏名 

４ 廃止年月日 

 

 

 

 



福 岡 県 博 物 館 登 録 規 則 （ 昭 和 二 十 七 年 福 岡 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号 ） 新 旧 対 照 表  

 改  正 案  現  行 
福 岡 県 博 物 館 登 録 規 則 福 岡 県 博 物 館 登 録 規 則 

（ こ の 規 則 の 趣 旨 ） （ こ の 規 則 の 趣 旨 ） 

第 一 条 博 物 館 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 八 十 五 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） 第 二 十 二 条 の 規 定 に よ り 、 博 物 館 の 登 録 に 関 し 必 要

な 事 項 に つ い て は こ の 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ る 。 

第 一 条 博 物 館 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 八 十 五 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） 第 十 六 条 の 規 定 に よ り 、 博 物 館 の 登 録 に 関 し 必 要 な

事 項 に つ い て は こ の 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ る 。 

 （ 登 録 原 簿 ） 

（ 削 除 ） 第 二 条 博 物 館 登 録 原 簿 は 、 第 一 号 様 式 に よ る も の と す る 。 

（ 登 録 申 請 ） （ 登 録 申 請 ） 

第 二 条 法 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 は 、 第 一 号 様 式 に よ

り 行 う も の と す る 。 

第 三 条 法 第 十 条 の 規 定 に よ り 登 録 を 受 け よ う と す る 者 は 、 第 二

号 様 式 に よ り 、 福 岡 県 教 育 委 員 会 （ 以 下 教 育 委 員 会 と い う 。 ）

に 登 録 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 削 除 ） 第 四 条 前 条 の 登 録 申 請 書 に は 、 法 第 十 一 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る

書 類 の 外 、 職 員 名 簿 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 削 除 ） 第 五 条 法 第 十 一 条 第 二 項 の 書 類 の 中 、 博 物 館 資 料 目 録 は 、 第 三

号 様 式 に よ る も の と す る 。 

（ 登 録 審 査 ） （ 登 録 審 査 ） 

第 三 条 福 岡 県 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 教 育 委 員 会 」 と い う 。 ） は 、

法 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 申 請 が あ っ た と き は 、 法 第

十 三 条 第 一 項 各 号 に 該 当 す る か 否 か に つ い て 、 審 査 を 行 う も の

と す る 。 

第 六 条 教 育 委 員 会 は 、 法 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 登 録 申

請 が あ つ た 場 合 、 申 請 書 及 び 添 付 書 類 、 並 び に 実 施 に つ い て 登

録 要 件 に よ つ て 審 査 し 、 そ の 可 否 を す み や か に 当 該 登 録 申 請 者

に 通 知 す る も の と す る 。 

 （ 削 除 ） ２ 前 項 の 登 録 の 審 査 に あ た つ て 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、 学

識 経 験 者 及 び 専 門 機 関 に そ の 意 見 を 徴 す る も の と す る 。 

（ 登 録 原 簿 ）  

第 四 条 法 第 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 博 物 館 登 録 原 簿 は 、 第 二 号

様 式 の と お り と す る 。 

（ 新 設 ） 

（ 変 更 の 届 出 ） （ 登 録 事 項 等 の 変 更 ） 

第 五 条 法 第 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 変 更 の 届 出 は 、 第 三 号 様 式

に よ り 行 う も の と す る 。 

第 七 条 法 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 事 項 の う ち 、 法 第 十

一 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 及 び 同 条 第 二 項 中 特 に 重 要 と 認

め ら れ る 事 項 に 変 更 が あ つ た 場 合 は 、 第 四 号 様 式 に よ り そ の 都

度 す み や か に 教 育 委 員 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

（ 削 除 ） 

 

 

 

 

２ 法 第 十 三 条 第 二 項 に 掲 げ る 書 類 （ 特 に 重 要 と 認 め ら れ る 事 項

の 変 更 の 場 合 を 除 く 。 ） の 記 載 事 項 に 変 更 が あ つ た 場 合 は 、 （ 四

月 ・ 八 月 ・ 十 二 月 の 各 月 末 ま で に 、 そ れ ぞ れ 当 該 月 の 前 月 末 ま

で に 生 じ た 変 更 事 項 に つ き 第 四 号 様 式 に よ り 届 け 出 な け れ ば

な ら な い 。 

（ 博 物 館 の 廃 止 ） （ 博 物 館 の 廃 止 ） 

第 六 条 法 第 二 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 博 物 館 を 廃 止 し た と き の

届 出 は 、 第 四 号 様 式 に よ り 行 う も の と す る 。 

第 八 条 博 物 館 を 廃 止 し た と き の 届 け 出 の 様 式 は 、 第 五 号 様 式 に

よ る も の と す る 。 

（ 博 物 館 の 公 表 ） （ 博 物 館 の 公 示 ） 

第 七 条 教 育 委 員 会 は 、 博 物 館 の 登 録 、 登 録 事 項 の 変 更 登 録 、 登

録 の 取 消 し 又 は 登 録 の 抹 消 を し た 場 合 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利

第 九 条 こ の 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 登 録 事 項 の 変 更 （ 法 第

十 一 条 第 一 項 の 場 合 に 限 る 。 ） 、 登 録 取 消 及 び 博 物 館 の 廃 止 の



 改  正 案  現  行 
用 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 表 す る も の と す る 。 場 合 は 、 教 育 委 員 会 告 示 を も つ て 、 公 示 す る も の と す る 。 

（ 補 足 ）  

第 八 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必

要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。 

（ 新 設 ） 

 










